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仕様書 
 
 
１ 作業内容は別紙作業区域表を遵守する事。当該作業区域に基づく契約締結時には年間計画表

の作成を行う事。 
 
２ 受託者は、当月の業務報告書を作成し、清掃作業前、作業中、作業後の状況写真を添付して

翌月の 10 日までに提出すること。 
 
３ 清掃は塵芥、土砂の除去、除草とする。清掃により生じたゴミや廃棄物は、受託者の責任に

より処理を行うこと。 
 
４ 受託者は清掃区域内に自動車、家電製品その他粗大ゴミ等及び港湾施設の損傷等を発見した

際には速やかに港湾管理者(委託者)に報告を行うものとする。 
 
５ 清掃中は、港運関係業者の車輌への注意、又除草機械の取扱いには細心の注意を図り、安全

最優先でおこなうこと。 
 
６ 清掃中の車輌には、清掃作業中の表示をすること。 
 
７ その他、清掃区域における必要性に応じて港湾管理者(委託者)より指示があった場合は、こ

れに応じるよう努めること。 
 
8 清掃に用いる用具等は受託者での準備を行う事(ﾄｲﾚ清掃用具、草刈り機等) 
※ﾄｲﾚ清掃時のﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの補充は受託者が行うが、ﾍﾟｰﾊﾟｰ自体は港湾課にて準備。 
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作業区域表(平成 31 年度) 
 場所 箇所 清掃の種類 回数 備考 
① ﾄｩﾘﾊﾞｰ地区 ﾄｲﾚ(海浜Ⅱ、ﾏﾘｰﾅ) 2 箇所 ﾄｲﾚ清掃 96 週 2 回×4 週×12 箇月 
② ﾄｩﾘﾊﾞｰ地区 ﾄｲﾚ・ｼｬﾜｰ室(海浜

Ⅰ) 
1 箇所 ﾄｲﾚ/ｼｬﾜｰ清掃 32 週 2 回×4 週×4 箇月(7 月

～10 月) 
③ 港湾道路(第 1～第 3 埠頭)清掃 1 箇所 ｺﾞﾐ拾い 96 週 2 回×4 週×12 箇月 
④ 漲水緑地 1 箇所 ｺﾞﾐ拾い 96 週 2 回×4 週×12 箇月 
⑤ 東屋/駐車場/清掃 1 箇所 ｺﾞﾐ拾い 96 週 2 回×4 週×12 箇月 
⑥ ﾄｲﾚ清掃(ひらりん公園、漲水緑

地、第 2、第 3 埠頭上屋) 
4 箇所 ﾄｲﾚ清掃 96 週 2 回×4 週×12 箇月 

⑦ 臨港道路ﾏﾘｰﾅ線 
延長 880m×植栽幅 1m 

 機械除草 3  

⑧ 緑地(ﾏﾘｰﾝ：2.3 ㏊)  機械除草 3  
⑨ 緑地(海浜Ⅰ：4.3 ㏊)  機械除草 2  
⑩ 緑地(海浜Ⅱ：5.0 ㏊)  機械除草 2  
⑪ 緑地(遊歩道：0.3 ㏊)  機械除草 3  
⑫ 臨港道路南線 

延長 240m×植栽 1m 
 機械除草 3  

⑬ 港湾道路(第 1 ふ頭)草刈  機械除草 3  
⑭ 港湾道路(第 2～第 3 ふ頭)草刈  機械除草 3  
⑮ 漲水緑地(端部分 約 0.5 ㏊)  機械除草 4 ※H31 より 4 回に変更。 
⑯ 荷川取線 

園長 1230ｍ×植栽幅 1ｍ 
 機械除草 4  

⑰ 下崎 1 号線 
延長 800m×植栽幅 1m 

 機械除草 3  

⑱ 下崎 2 号線 
延長 185ｍ×植栽幅 1ｍ 

 機械除草 3  

⑲ 下崎ふ頭 (陸側ﾌｪﾝｽ周辺延長

170ｍ×植栽幅 1ｍ) 
 機械除草 3  

⑳ ﾄｩﾘﾊﾞｰ地区 
(ﾏﾘｰﾅ清掃) 

 機械除草 3  

㉑ 
 

ﾄｩﾘﾊﾞｰ地区海浜Ⅰ 
ﾋﾞｰﾁ清掃 

 ｺﾞﾐ拾い 
藻の簡易除去 

5 月 1 回×5 回(6 月～10 月) 
※藻の簡易除去は仮置対応可 

㉒ ひらりん公園  機械除草 2 4 月～7 月の間。※回数増

の可能性が有ります。 
㉓ 漲水緑地(1.5 ㏊ ※⑮の端部分

除く) 
 機械除草 4 ※H31 より新規追加箇所

です。緑地全体部分。 


